
 
保護者の皆様へ                     

 

 教育委員会より連絡がありました。 

 

 市立学校（園）の臨時休業を５月１０日（日）まで延長することにいたしました。臨時

休業中の対応については、基本的に４月６日（月）に送らせていただいたメールの内容の

通りですが、以下が追加の内容となりますので、よろしくお願いいたします。 

  

１．４月１７日（金）までの間に１回（本校は４月１３日、５月の大型連休後に１回、計

２回の登校日を設定します。本校の２回めの登校日については、あらためて詳細をご連

絡します。 

 

２．家庭では、登校日に配付する学習プリントや教科書等を使って、積極的に家庭学習に

取り組ませてください。 

 ※ 学校から、電話や家庭訪問で学習の取り組み状況等について確認をします。 

 ※ 家庭学習に取り組む中で、ご質問等があれば、学校へご連絡ください。 

     

３．愛知県の緊急事態宣言において、生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出、 

移動の自粛が要請されております。ご家庭でのお子様の過ごし方に十分ご留意ください。 

 

４．３の趣旨を踏まえた上で、自主登校を継続して受け入れます。 
 
 
 
 

令和２年４月１３日 
名古屋市立昭和橋学校長 

加藤 厚司 


